
令和２年５月２５日 

保護者の皆さまへ 

 

大阪府立藤井寺工科高等学校 

校 長 雑賀 文彦 

 

府立学校における教育活動の再開について 

 

向夏の候、保護者の皆さまにおかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は本校の教育活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態宣言」が解除され、府教育庁より学

校教育活動の再開についての通知がありました。 

本校といたしましては、上記の通知に基づき、下記の措置をとりますので、ご理解いた

だきたくお願い申しあげます。 

 

記 

○令和２年６月１日から６月１２日までの間は、分散・短縮授業での授業を実施いたします。

この期間は「本格再開」までの「助走期間」と考えています。 

・学校行事、部活動は実施しない。 

 

○令和２年６月１５日（月）以降 「通常授業の実施」 

  ・学校行事、部活動を実施することができる。 

 

 ＊授業の実施方法(6/1～6/12) 
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6/1(月) 

～5(金) 
Ａ班授業 

 
Ｂ班授業 

6/8(月) 

～12（金） 
Ｂ班授業 

 
Ａ班授業 



＊班分けの方法 

 さくら連絡網の資料をご確認いただくか、生徒の登校日にご確認ください。 

 

＊登下校に関する注意事項 

 【学校に登校するとき】 

・登校前に検温等の健康観察（発熱や風邪症状等の確認）を必ず実施して下さい。 

・発熱や風邪の症状が認められる場合は、無理して登校せず自宅にて休養させて下さい。 

その場合は学校に連絡して下さい。 

・必ずマスクを着用し、咳エチケット等を行って下さい。 

・登下校で電車やバス等を利用する場合は、極力話をしないようにして下さい。 

 

【学校に登校した後】 

・体調が悪いと感じたら、すぐに先生に伝えて下さい。 

・必ずマスクを着用し、咳エチケット等を行って下さい。 

・学校での授業等が終了したら寄り道などをせず速やかに下校して下さい。 

 

【学校で体調が悪くなった場合の対応（学校からの保護者連絡など）】 

・学校にて発熱や風邪症状等を確認した際には、速やかに帰宅させる対応をいたします。 

・保護者へ連絡を致しますので、学校からの連絡が常にとれるようご協力お願いいたしま

す。 

・症状によっては迎えに来ていただくなどの協力をお願いすることがあります。 

・複数の緊急連絡先に連絡しても連絡がとれず、待機時間が長時間に及ぶ場合は、当該生

徒の状況を確認したうえで、連絡をとれなくても帰宅させる場合があります。 

・帰宅後は生徒から必ず学校へ無事帰宅したことの連絡を入れて下さい。 


